
全国自治協会建物災害共済の罹災速報等のフローについて 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

修理着工指示 

《速報提出要件》 

（１）落  雷～推定損害額１００万円以上 

（２）落雷以外～推定損害額３００万円以上 

（３）その他事前に確認が必要と考えられるもの 

要
件
に
非
該
当 

速

報

不

要 

速報の内容 

◆事故発生の日時及び原因 

◆共済委託物件の名称 

◆承認証番号および物件番号 

◆損害の程度と状況 

（加入団体） 

修 理 着 工 

要件に該当 

罹 災 発 生 

速 報 提 出 

速 報 提 出 

罹災速報のひな形 

①自治協会ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ契約ログイン 

②「建物の共済に関する処理はこちら」 

③「罹災速報、罹災請求に関する処理を 

行う方はこちら」 

④罹災速報の情報入力 

原則：損害見込１千万円

超 

添付書類は後で良いので、 

罹災速報を速やかに！ 

島根県町村会 

全国自治協会 

加 入 団 体 

島根県町村会 

全国自治協会 

損 害 調 査 

鑑定人による調査 

対応の結果報告 

速報をもとに対応指示 

罹災現場調査 

島根県町村会 

必要に応じて追加指示 

島根県町村会 

修理着工指示 

加入団体へ照会 

調査不要と判断 

修理着工指示 


